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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水底土壌の改良剤を堆積させて、干潟域の水底土壌を改良する水底土壌の改良方法であっ
て、石炭燃焼灰を海水その他の水流により急冷して破砕することにより製造されたガラス
質発泡体を主成分とし、０．１乃至１０ｍｍの粒度を有して、前記発泡体の孔内に竹炭、
陽イオン吸着剤若しくは陰イオン吸着剤又はこれらの二以上の混合物を含有する石炭燃焼
炉クリンカ灰と、改良される水底の砂とを、容量比１：１で混合した混合物を干潟域の水
底に堆積させることを特徴とする干潟域の水底土壌の改良方法。』
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水底土壌改良材及びそれによる水底土壌の改良方法に関し、特に、廃材の石
炭燃焼炉クリンカ灰を活用する水底土壌改良材及びそれによる水底土壌の改良方法に関す
る。また、本発明は、貝類養殖用土壌改良剤及びそれによる貝類養殖方法に関する。さら
に、本発明は、干潟域の修復用及び人工干潟の形成用の砂の代替品、及び該砂の代替品に
より、干潟域を修復し、人工干潟を形成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　干潟域は、魚介藻類などの生産力が高く、さらに、海水浄化やプランクトンの形成など
生態系を形成する上で大きな役割を果たしている。しかしながら、わが国における干潟域
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は、埋め立てなどの沿岸開発により急減しており、現存する干潟域においても、河川流域
の土地改変等により、河川からの健全な土砂供給が減り、水底土壌が軟泥化して、健全な
干潟域はさらに減少している。
　近年、全国的に干潟域での貝類の生産量の減少がみられ、その原因として、（１）河川
流域からの土砂供給量の減少、（２）海域の海水流動構造の変化、（３）有機汚濁物質負
荷の増加等による水底土壌の泥質化、（４）貧酸素水塊、（５）Ｍｎ・農薬などの化学物
質、（６）温暖化による生態構造の変化及び（７）ウイルスなどの疾病等があげられてい
る。
【特許文献１】特開２０００－２９５２４０号公報
【特許文献２】特開平１１－３３６０４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このような海底土の汚濁や、この海底土の汚濁に起因する海水の汚濁は、海域生物の死
滅や赤潮などの有害生物の発生をもたらし問題とされており、また、淡水域の湖沼や貯水
池における、底土の汚濁は、底土を汚泥化して、この底泥からの栄養塩等の溶出によるア
オコの発生や、水の赤色化及び黒色化が問題となっている。
【０００４】
　そこで、干潟域や淡水域における底土の汚濁に対する直接的な対応策として、人工干潟
造成や、底土の耕耘及び覆砂などが実施されている。例えば、覆砂等による人工干潟の形
成は、アサリの生産量の回復に効果が認められており、実用的な対応策の一手法とされて
いる。
　このようなことから、今後は、生態系に対する水域環境保全の立場から河川や海域での
砂の採取を制限すると共に、人工干潟の形成用及び覆砂用の砂等の土砂の代替品の開発が
急務である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
そこで、本発明者らは、人工干潟の形成用の砂の代替品について、鋭意研究を続けて、
石炭燃焼灰から得られる、例えば、クリンカ多孔質粒等のガラス質発泡体が人工干潟の形
成用の砂として有効であることを発見し、本発明に至った。
本発明は、干潟域の修復用及び人工干潟の形成用の砂の代替品を提供することを目的とす
る。
即ち、本発明は、水底土壌の改良剤を堆積させて、干潟域の水底土壌を改良する水底土壌
の改良方法であって、石炭燃焼灰を海水その他の水流により急冷して破砕することにより
製造されたガラス質発泡体を主成分とし、０．１乃至１０ｍｍの粒度を有して、前記発泡
体の孔内に竹炭、陽イオン吸着剤若しくは陰イオン吸着剤又はこれらの二以上の混合物を
含有する石炭燃焼炉クリンカ灰と、改良される水底の砂とを、容量比１：１で混合した混
合物を干潟域の水底に堆積させることを特徴とする干潟域の水底土壌の改良方法にある。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明は、水底の砂に、例えば、０．１乃至１０ｍｍの粒度を有するガラス質発泡体を
主成分とする石炭燃焼炉クリンカ灰を水底に堆積又は混合させて水底土壌を改良できるの
で、水底の生態系及び貝類の育成条件を長期間に亘って保つことができる。
　本発明は、クリンカ多孔質粒等のガラス質発泡体を、例えば、干潟の汚濁砂に混合する
ことにより、適当な有機物含量、透水性を持つ生育場に干潟を改善することができる。ま
た、本発明は、粒径の大きいクリンカ多孔質粒等のガラス質発泡体を含む構造体を干潟敷
設用として使用することにより、海水浸透性を高めることができる。さらに、本発明にお
いては、構造体の一部に、生分解性プラスティックを利用し、干潟部に回帰させて、脱窒
作用の炭素栄養源とすることができる。また、貯水槽などのコンクリート部に、クリンカ
多孔質粒等のガラス質発泡体を混合したプレートを設置して、藻礁作用により、干潟にお
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ける生態的改善をはかることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明において、ガラス質発泡体は、ガラス質の発泡体であり、石炭燃焼灰を、海水そ
の他の水流により急冷して、破砕することにより得られるクリンカ多孔質粒を包含する。
このようなガラス質発泡体は、化学的に安定しており、既に水で処理されているので、有
害な物質を水中に放出することがなく、化学的に安定し、砂粒状であり、簡単に破壊しな
い。そして、ガラス質発泡体は、多孔質であり、その孔内に有用な作用物質、例えば、粉
状ゼオライト、木炭、竹炭、酸素供給材、陽イオン吸着剤又は陰イオン吸着剤を含有させ
ることにより、種々の機能、例えば、不快物質及び有害物質の除去機能、底土の嫌気化抑
制機能を持たせて、例えば、有用物質回収資材、有害物質吸着除去資材、有用物質供給資
材、嫌気化抑制資材、アンモニア除去資材、リン除去資材、重金属除去資材又は微生物育
成資材とすることができる。しかも、ガラス質発泡体が、空隙率が大きい多孔質粒である
ことは、海底、湖底及び川底の底土と混合して、底土の通気性及び通水性を良くして、底
土の砂粒間の間隙水の水質を改善し、底土の水質浄化機能及び大気の浄化機能を回復させ
ることができる。
【０００８】
　本発明のガラス質発泡体は、海底、湖底及び川底の底土の砂と比較して、比重が小さく
、軽量であるために、例えば、覆砂材として軟泥部に覆砂しても、覆砂材が泥砂層内へ沈
下する事が少なく、砂に比して覆砂作用が優れている。
【０００９】
　本発明のガラス質発泡体は、海底、湖底及び川底の底土の土に混合して、通水性を高め
ることにより、汚濁した底土を改善して、底土による浄化機能を回復することができる。
また、本発明のガラス質発泡体を、海底、湖底及び川底の土の上を覆砂することにより、
汚濁した底土から溶出物を少なくして、酸素消費作用等による影響を少なくして上層水の
改善を行うことができる。このように、本発明のガラス質発泡体を含む資材を、海底、湖
底及び川底の土（砂）に施工することにより、資材間又は資材上において、多種の生物の
生息を可能にすることができる。また、本発明のガラス質発泡体を含む資材を、海底、湖
底及び川底の砂層の上層部の下に配置させることにより、施工区域の資材を配置した砂層
上層部及び下層部の通水性を高め、海底、湖底及び川底の砂層の浄化を行うことができ、
また、通過水の浄化を行うことができる。
【００１０】
　さらに、本発明のガラス質発泡体を含む資材を、海底、湖底及び川底の砂層を上から下
に貫いて柱状に配置することにより、海底、湖底及び川底の砂層の深部にまで、上層水の
供給を促進して、深部の汚濁した砂層間の間隙水の上層部への排出を促進して、海底、湖
底及び川底の砂層の浄化を行うことができる。海底、湖底及び川底において水流が形成さ
れている領域では、海底、湖底及び川底に施工された前記ガラス質発泡体即ちクリンカ多
孔質粒を含む資材は、水流により周辺部に移動して、周辺部への資材の施工が拡大でき、
本発明のガラス質発泡体、即ちクリンカ多孔質粒を含む資材により浄化作用を拡大するこ
とができる。
【００１１】
　以下に示す本発明の実施例に基づいて、本発明を説明するが、本発明は、以下に例示す
る実施例及びその説明の内容により、何ら限定されるものではない。
【実施例】
【００１２】
実施例１
　干潟の環境修復を目的として、農地に施用されているクリンカ多孔質粒の干潟域への適
用実験例を次に示す。
　本例においては、
（１）　本発明の一実施例としてクリンカ多孔質粒を使用した系列、
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（２）　本発明の他の一実施例として、砂とクリンカ多孔質粒の混合物を使用した系列及
び
（３）　比較例として干潟の砂を使用した系列、
の３系列の貝類飼育システムを製作し、アサリとハマグリの飼育実験を実施した。
　１７日間の飼育実験期間において、何れの系列においも貝類の生存が観察され、クリン
カ多孔質粒の単独の系でも砂系と同じく最長５６日間の生存が確認された。飼育実験期間
における直上水及び底土間隙水の水質分析並びに底土の分析の結果、クリンカ多孔質粒は
ＤＯの改善効果、汚濁物質濃度低減効果が期待できる等、干潟修復資材としての有効性が
確認された。
【００１３】
（１)　飼育実験
　　ａ）　砂及び資材
　実験に用いた砂は、大分県佐伯市の番匠川河口干潟の砂を使用した。クリンカ多孔質粒
は、石炭火力発電所で燃焼時に高温で溶融した石炭が急速冷却されて生成するガラス状粒
体で、多孔質で溶出物がほとんどないなど化学的に安定性が高い特長を有している。
　本実験においては、クリンカ多孔質粒は、熊本県苓北石炭火力発電所からを入手したも
のを使用した。
【００１４】
　　ｂ）　実験例
　本実験において、実験例１は、本発明の一実施例であり、クリンカ多孔質粒を使用した
貝類の飼育実験例である。実験例２は、本発明の他の一実施例であり、砂とクリンカ多孔
質粒を容量比１：１で混合した混合物を使用した貝類の飼育実験例である。実験例３は、
比較例であり、砂のみを使用した貝類の比較飼育実験例である。これらの実験例は、何れ
も、１５リットルの水槽を準備し、各水槽内に人工海水を入れ、この中に、容量５００ｃ
ｍ３の各資材を敷いた容量が１リットルの硬質ガラスビーカを３箇並べて配置して行われ
た。夫々の実験例において、各ビーカーに貝類を投入し、実験期間中は、温度を２０℃±
１℃の範囲内とした。初期塩分濃度は、約２８．８％であった。これらの実験例において
、各水槽には、曝気装置、加熱装置及び温度センサを配置して、絶えず曝気しながら温度
管理を行った。
　　ｃ）　貝類
　夫々の貝類の飼育実験例において使用した貝類は、佐伯湾産のアサリ２個体、ハマグリ
１個体の合計３個体であった。各貝類は、実験に入る前に、人工海水で５日間以上無給餌
で馴致させた。夫々の貝類の飼育実験例において、実験中は、数日間隔で配合飼料と藻類
粉末を混合した餌を給餌した。
【００１５】
（２） 飼育実験方法
　各実験例において、飼育実験は、平成１６年１２月２日から１７日まで実施した。その
間１２月３日(飼育開始１日後)、１２月６日（飼育開始４日後）、１２月９日（飼育開始
７日後）、１２月１７日(１５日後)に水槽内の直上水の水質を測定した。１２月３日と１
２月１７日には、貝類を飼育する水槽内の直上水をポリビンで直接採取し、また、水槽内
の底質の間隙水を、平均孔径が０．４５μｍのメンブランフィルターを取り付けた注射筒
等を用いろ過採取して、夫々分析に供した。実験中、サンプリングの採水により減少した
海水の水量は、人工海水で補充し、蒸発により失われた水量は蒸留水で補充した。
　実験中、底質直上水の水温、ｐＨ、溶存酸素量（ＤＯ）、塩分濃度の夫々の測定につい
ては、多項目水質計（ＹＳＩ
ナノテック社製、ＹＳＩ６６００）を使用して測定した。また、総リン分(ＴＰ)、溶存態
総リン分(ＤＴＰ)、総窒素分（ＴＮ）、溶存態総窒素分（ＤＴＮ）、硝酸及び亜硝酸態窒
素分（ＮＯ２＋ＮＯ３－Ｎ）についての値は、オートアラナライザ（ブランルーベ社製Ａ
ＡＣＳ３）を用いて求めた。間隙水の水素イオン濃度（ｐＨ）及び酸化還元電位（ＯＲＰ
）の測定についてはＴＯＡ社製ＨＭ－１０Ｐを用いて測定し、溶存酸素量（ＤＯ）につい
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ては、ＹＳＩ社製ＭＯＤＥｌ５８を用い、スペーサー内に浸出する間隙水に直接センサー
を投入して測定を行った。
間隙水は、水槽内の上澄み水を完全に採水除去した後、底部のスペーサー内に浸出する間
隙水について、測定用のセンサをビーカ底部まで差し込み震動を与えることによりスペー
サー内に間隙水を浸出させ、これを平均孔径が０．４５μｍのメンブランフィルターを取
り付けた注射筒で吸引しろ過採取した。また、実験開始時及び終了時の水槽内底質の炭素
及び窒素含有量の分析を行った。
【００１６】
（３）　飼育実験結果
　　（１）　貝類の観察
　各実験例において、飼育実験期間中は、ハマグリ及びアサリについて共に生存が確認さ
れた。実験に供した貝類の殻長、湿重量を次の表－１に示す。

生存した貝殻については、概ね、湿重量が維持されるか、又は僅かながら増加を示した。
アサリについては、各実験例とも、実験終了後１個体が死亡したが、残りの個体は最大５
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６日間に亘って生存が確認された。なお、５６日以降は凍結保存された。
【００１７】
（２） 底質直上水の水質
ａ） 水素イオン濃度（ｐＨ）
　各実験例において、ｐＨは、共に８前後の弱アルカリ性で推移した。クリンカ多孔質粒
のみを使用する実験例（実施例１）及び砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用する実験
例（実施例２）では、ｐＨは、７．９～８．３の範囲でほぼ同様に推移した。砂を使用し
た実験例（比較例）では、ｐＨは、７．８～８．２の範囲でやや中性側の値となった。
　ｐＨは、水産用水基準では、ｐＨは、７．８～８．４の範囲に定められており、クリン
カ多孔質粒が含まれている系では、ｐＨは、基準を満たしているのに対し、砂を使用する
実験例（比較例）では、ｐＨは、僅かに基準を超過した。
【００１８】
　ｂ）　溶存酸素量(ＤＯ)
　溶存酸素量(ＤＯ)は、クリンカ多孔質粒を使用する実験例では、５．１～８．０ｍｇ／
リットルの範囲であり、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用する実験例では、５．０
～７．９ｍｇ／リットルの範囲であり、砂の場合は、４．９～７．９ｍｇ／リットルの範
囲を推移した。実験期間中は何れの実験例にあっても減少傾向を示したが、何れも水産用
水基準の内湾の底層の基準(夏季)の４．３ｍｇ／リットルを満足している。
【００１９】
　ｃ）　窒素成分（ＤＴＮ、ＮＯ３＋ＮＯ２－Ｎ）
　溶存態総窒素分濃度（ＤＴＮ）は、人工海水が０．３３１ｍｇ／リットルであるのに対
し、１２月６日における砂を使用する実験例（比較例）では、０．５９８ｍｇ／リットル
であり、クリンカ多孔質粒資材を使用する実験例（実施例１）では、０．５０９ｍｇ／リ
ットルであり、砂及び・クリンカ多孔質粒の混合物を使用する実験例（実施例２）では、
０．５１１ｍｇ／リットルであり、共に、溶存態総窒素分濃度は、人工海水に比して高濃
度であった。溶存態総窒素分濃度を、砂を使用する実験例（比較例）を基準にして比較す
ると、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例１）が、僅かに低濃度であった。
しかし、砂の実験例（比較例）と比較するとクリンカ系の実験例（実施例１及び実施例２
）が僅かに低濃度になる結果となっている。
　その後、１２月１７日までは、溶存態総窒素分（ＤＴＮ）濃度について増加がみられ、
砂を使用する実験例（比較例）では、２．８４ｍｇ／リットルに達した。これに対し、ク
リンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例１）では、溶存態総窒素分（ＤＴＮ）濃度
は、２．０８ｍｇ／リットルであり、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用する実験例
（実施例２）では、１．５４ｍｇ／リットルであり、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を
使用する実験例（実施例２）では、砂を使用する実験例（比較例）の半分程度の濃度とな
り、溶存態総窒素分（ＤＴＮ）濃度は、クリンカ多孔質粒を含んだ実験例（実施例１）の
方が低濃度になる結果となった。
【００２０】
　硝酸及び亜硝酸態窒素分（ＮＯ３＋ＮＯ２－Ｎ）は、人工海水が０．００５ｍｇ／Ｌで
あるのに対し、１２月６日におけるクリンカ多孔質粒の実験例では、溶存態総窒素分（Ｄ
ＴＮ）濃度は、０．００３ｍｇ／リットルであり、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使
用した実験例では、０．０４７ｍｇ／リットルであった。溶存態総窒素分（ＤＴＮ）と同
様、クリンカ多孔質粒が含まれる実験例が低濃度になる傾向を示した。
ｅ）　総窒素分（Ｔ－Ｎ）は、人工海水が０．３１５ｍｇ／リットルであるのに対し、１
２月６日における砂のみを使用した実験例（比較例）では、０．８７２ｍｇ／リットルで
あり、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例１）は、０．５３９ｍｇ／リット
ルであり、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用した実験例（実施例２）では、０．５
３２ｍｇ／リットルであった。総窒素分の濃度は、１２月１７日に、大幅な濃度の増加が
認められ、砂のみを使用した実験例（比較例）では、２．８２ｍｇ／リットルであり、ク
リンカ多孔質粒のみを使用した実験例（実施例１）では、２．０５ｍｇ／リットルであり
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、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物の実験例（実施例２）では、１．４８ｍｇ／リットル
であった。したがって、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物の実験例（実施例２）では、砂
のみを使用した実験例（比較例）の半分程度濃度となり、クリンカ多孔質粒を含む実験例
（実施例１及び２）が濃度低減の傾向を示した。
　１２月１７日には、すべての項目において、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用す
る実験例（実施例２）が、最も低い濃度の値を示し、砂のみを使用する実験例（比較例）
と比較して半分程度の濃度減少傾向が認められた。
【００２１】
　溶存態総窒素分（ＤＴＮ）濃度において、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実
施例１）より、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用する実験例（実施例２）の方が最
も値が低くなっている。これは、単純に有機物希釈作用のみではなく、有機物の分解、硝
化・脱窒低濃度などの微生物浄化活動にとって、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物が適し
た条件になったことを示している。
【００２２】
　ｄ）　りん成分（ＤＴＰ、ＰＯ４－Ｐ）
　溶存態総リン分濃度（ＤＴＰ）は、人工海水が０．１０３ｍｇ／リットルであるのに対
し、１２月６日における砂のみを使用した実験例（比較例）が０．０８０ｍｇ／リットル
と人工海水に比してやや低く、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例１）が０
．１３７ｍｇ／リットルと人工海水に比してやや高く、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物
を使用する実験例（実施例２）が０．１４２ｍｇ／リットルと最も高い値を示した。その
後１２月１７日にかけて窒素同様増加が認められ、砂のみを使用した実験例（比較例）で
は、０．２７９ｍｇ／リットルであり、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例
１）では０．３２０ｍｇ／リットルと同様な割合で増加したが、砂及びクリンカ多孔質粒
の混合物を使用する実験例（実施例２）では、０．２１０ｍｇ／リットルとなり、砂と比
較して２．５割程度低い値となった。
【００２３】
　リン酸態リン分（ＰＯ４－Ｐ)の濃度は、人工海水が０．０３３０ｍｇ／リットルであ
るのに対し、１２／６ における砂のみを使用した実験例（比較例）では、０．０８８ｍ
ｇ／リットルであり、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例１）では、０．１
２２ｍｇ／リットルであり、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用する実験例（実施例
２）では、０．１２４ｍｇ／リットルと何れの実験例においても増加を示した。その後、
１２月１７日に掛けて、砂のみを使用した実験例（比較例）は、０．２４６ｍｇ／リット
ルとなり、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例１）は、０．２７５ｍｇ／リ
ットルとなり、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用する実験例（実施例２）は、０．
１６６ｍｇ／リットルとなった。砂のみを使用した実験例（比較例）と比較して、砂及び
クリンカ多孔質粒の混合物を使用する実験例（実施例２）では、３割程度低い値となった
。
　総リン分(Ｔ－Ｐ)の濃度は、人工海水が０．１１７ｍｇ／リットルであるのに対し、１
２／６における砂のみを使用した実験例（比較例）では、０．１５０ｍｇ／リットルであ
り、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例１）では、０．１５５ｍｇ／リット
ルであり、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用する実験例（実施例２）では、０．１
６４ｍｇ／リットルであり、何れの実験例においても増加し、夫々の実験例において近い
値を示した。その後、１２月１７日にかけて、砂のみを使用した実験例（比較例）では、
０．３０２ｍｇ／リットルであり、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例１）
では、０．３６１ｍｇ／リットルとなったが、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用す
る実験例（実施例２）では、０．２２５ｍｇ／リットルと、砂のみを使用した実験例（比
較例）と比較して３割程度低い値となった。
【００２４】
（３）底質間隙水の水質
　間隙水のｐＨ、ＤＯ、及びＯＲＰの測定結果（平均値）を図２に示し、栄養塩分分析結
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果を図３に示す。
ａ）水素イオン濃度（ｐＨ）
　ｐＨは各系の平均値が７．５８～７．８６の範囲で弱アルカリ性を示した．約１ヶ月間
の経時変化を各実験例の平均値でみると、砂のみを使用した実験例（比較例）では、凡そ
７．６で変化がないのに対し、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例１）では
、７．８から７．９と僅かにアルカリ側に傾き、また、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物
を使用する実験例（実施例２）においても、７．７から７．８と僅かにアルカリ側に傾い
た。
【００２５】
　　ｂ）　溶存酸素量（ＤＯ）
　ＤＯは、各実験例において、その平均値が４．０～５．０ｍｇ／リットルとなっており
、概ね４ｍｇ／リットル以上の値を示した。各実験例間の差異は大きくないが、１２月６
日では、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例１）が良好な値となった。しか
し、１月２１日では、砂のみを使用した実験例（比較例）と砂及びクリンカ多孔質粒の混
合物を使用する実験例（実施例２）がより良好な値となった。
【００２６】
　　ｃ）酸化還元電位（ＯＲＰ）
　ＯＲＰを各実験例毎にみると、砂のみを使用した実験例（比較例）では還元化が進行し
ている傾向がみられ、最小値で－１９ｍＶとなったものもあったのに対し、砂及びクリン
カ多孔質粒の混合物を使用する実験例（実施例２）並びにクリンカ多孔質粒のみを使用す
る実験例（実施例１）は還元化の進行は比較的小さかった．特にクリンカは３２５ｍＶで
酸化的な環境が保持されたものもあった．クリンカの適用により有機物含有量が低減され
たこと、透水性が改善されたこと還元化が抑制されたものと考えられる。
【００２７】
　　ｅ）リン成分(ＤＴＰ、ＰＯ４－Ｐ)
　溶存態総リン分(ＤＴＰ)濃度は、人工海水において０．１０３ｍｇ／リットルであるの
に対し、１２月６日には、砂のみを使用した実験例（比較例）で、０．０１１ｍｇ／リッ
トルであり、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例１）では０．０３３ｍｇ／
リットルであり、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用する実験例（実施例２）では、
０．００６ｍｇ／リットルであった。溶存態総リン分(ＤＴＰ)濃度は、砂のみを使用した
実験例（比較例）に対して、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例１）で増加
し、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用する実験例（実施例２）で減少した。その後
１２月１７日にかけて窒素と同様に増加が認められた。砂のみを使用した実験例（比較例
）は０．０２６ｍｇ／リットルであり、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例（実施例
１）では、０．０５５ｍｇ／リットルであり、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用す
る実験例（実施例２）では０．０２４ｍｇ／リットルであり、砂のみを使用した実験例（
比較例）に対して、（実施例１）で増加し、砂及びクリンカ多孔質粒の混合物を使用する
実験例（実施例２）では僅かに減少した。
　リン酸態リン分(ＰＯ４－Ｐ)濃度は、人工海水が０．０３３ｍｇ／リットルで、各実験
例の値はＤＴＰのおよそ１０％程度の濃度で、同様な変動を示した。
【００２８】
(４) 底質分析結果
　実験開始時と実験終了時の全窒素含有量(ＴＮ)と全有機炭素含有量(ＴＯＣ)分析結果を
図－４に示す。
　全窒素含有量(ＴＮ)に関しては、実験開始時においては、砂のみを使用した実験例が、
０．２４ｍｇ／ｇであり、クリンカ多孔質粒のみを使用する実験例が、その１／４程度の
０．０５ｍｇ／ｇであった。何れの実験例にあっても、実験終了時には餌投与の影響によ
り増加を示している。即ち、砂のみを使用した実験例では、０．２６ｍｇ／ｇであり、ク
リンカ多孔質粒のみを使用する実験例では、０．０７ｍｇ／ｇであり、砂及びクリンカ多
孔質粒の混合物を使用する実験例では、０．１７ｍｇ／ｇとなった。
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　全有機炭素含有量(ＴＯＣ)に関しては実験開始時において両資材ともおよそ１．４ｍｇ
／ｇであった。実験終了時ではクリンカ多孔質粒のみを使用する実験例が大きく減少した
が、現地砂の含有有機物は難分解性の有機物が主体であるのに対し、クリンカ多孔質粒は
易分解性の炭素系有機物を含み浄化微生物等の栄養源として分解利用されたことが原因と
考えられる．クリンカ多孔質粒を混合することにより底質中で不足する炭素分を供給し、
脱窒等の生物浄化作用の促進効果が期待できる。
【００２９】
４． 干潟間隙水改善工法の基礎検討
　アサリの生息には、直接的に接触する底質間隙水の水質が重要な影響要因とされている
。
間隙水の改善には、底質中の汚濁物質の含有量を低減させると共に、間隙水と直上海水と
の交換率を高めることが必要である．
　本発明により、透水性を向上させるクリンカ多孔質粒は砂と同等若しくはより良好な貝
類生息場の創生資材として利用することができる。不活性無機粒状、多孔質、高透水性な
どの特長を有するクリンカ多孔質粒を、干潟底質改善材として利用することにより、泥質
化、汚濁化が進行しアサリ等の貝類、底生生物の生息に不適となった環境を改善すること
ができる。
　クリンカ多孔質粒による干潟における間隙水の改善には、覆砂が最も簡易な施工法であ
るが、生物の生息に不適となった干潟の砂や泥と、本発明のクリンカ多孔質粒を含む底泥
改善材を混合して、適当な有機物量に調整して、底質中の海水の浸透を促進することがで
きるが、何れも潮汐を利用し無動力で底質間隙水の海水交換作用を促進する。
【００３０】
５.　実施例３
　汚泥砂７５０ｃｍ３にクリンカ多孔質粒を７５０ｃｍ３を混合した混合処理例（実施例
３）、及び底泥砂にクリンカ多孔質粒を混合しない汚泥砂のみの無処理例（比較例２）に
ついて、夫々、１５日間２０℃の温度で静置した後、直上水（１０リットル（ｌ））の成
分を分析した。その結果を表２に示す。

【００３１】
６．　実施例４
　底泥の汚泥砂７５０ｃｍ３にクリンカ多孔質粒を７５０ｃｍ３を混合した混合処理例（
実施例４）、及び底泥砂にクリンカ多孔質粒を混合しない汚泥砂のみの無処理例（比較例
３）において、夫々、アサリは１５日間、ハマグリは５０日間２０℃の温度で飼育し、飼
育開始時及び飼育終了時において、アサリ及びハマグリの夫々の重量を測定した。その結
果を表３に示す。
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【００３２】
７．　実施例５
　底泥の汚泥砂７５０ｃｍ３にクリンカ多孔質粒を７５０ｃｍ３を混合した混合処理例（
実施例５）、及び底泥砂にクリンカ多孔質粒を混合しない汚泥砂のみの無処理例（比較例
４）において、３日間２０℃の温度で静置した後、間隙水の成分を分析した。その結果を
表４に示す。

【００３３】
８． 実施例　６
底泥の汚泥砂７５０ｃｍ３にクリンカ多孔質粒を７５０ｃｍ３を混合した混合処理例（実
施例６）、及び底泥砂にクリンカ多孔質粒を混合しない汚泥砂のみの無処理例（比較例５
）において、１５日間２０℃の温度で静置した後、直上水（１０リットル（ｌ））の溶存
酸素量（ＤＯ）を測定した。その結果を次の表５に示す。
表５　直上水の嫌気化抑制作用（溶存酸素量の改善効果）
項　目　　　　　　　　　　無処理（比較例　５）　　　　　混合処理（実施例６）
ＤＯ（ｍｇ／ｌ）　　　　　　　　５．２　　　　　　　　　　　　　６．７
ＤＯ（％）　　　　　　　　　　７０．２　　　　　　　　　　　　９１．２　　　　
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　干潟において、本発明のクリンカ多孔質粒を汚濁砂に混合することにより、適当な有機
物含量、透水性を持つ生育場に干潟を改善することができる。また、海水浸透性を高める
目的で干潟敷設用の、粒径の大きいクリンカ多孔質粒を含む構造体とすることもできる。
構造体の一部として、干潟部に回帰し脱窒作用の炭素栄養源ともなる生分解性プラスティ
ックを利用することができる。また、貯水槽などコンクリート部に、藻礁作用を有するク
リンカ多孔質粒混合したプレートを設置して、干潟における生態的改善をはかることがで
きる。
　本発明における貝類飼育実験の結果、生息基材としてのクリンカ多孔質粒を混合した場
合には、生息基材としての砂の場合と比較して、間隙水及び直上水ともにＤＯ
やＯＲＰを改善することができ、また、クリンカ多孔質粒の混合により還元化を抑制する
ことができる。また、本発明のクリンカ多孔質粒を混合した場合には、間隙水及び直上水
の栄養塩成分に関して窒素成分の低濃度化が達成でき、クリンカ多孔質粒の混合すること
により、干潟域の富栄養化を防止かることができる。本発明において、例えば、貝類の給
餌による窒素負荷量は２．３３ｇに達するが、負荷後の水中の窒素の総量は、砂のみの場
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合では、０．０４０ｇであるが、クリンカ多孔質粒のみの場合では、０．０２９ｇと低下
がみられ、砂とクリンカ多孔質粒の混合物の場合で、０．０２１ｇ程度であり、水中の窒
素の総量の殆どは、生物系、底質系(間隙水含む)の中に存在する。その中で、砂とクリン
カ多孔質粒の混合物の場合では、水中の窒素の存在量が砂のみの場合の半分程度となって
おり、水中の窒素成分量の低減効果が大きい。底質に関しては、全般的に給餌により、栄
養塩が増加するが、クリンカ多孔質粒を使用することにより、炭素を、例えば、１．３７
ｍｇ／ｇから０．６９ｍｇ／ｇに減少させることができる。本発明によると、脱窒等の生
物的浄化作用により、底質の窒素成分を減少すると共に、底質の炭素含有量をも減少させ
ることができる。また、本発明は、クリンカ多孔質粒の使用により、貝類の生息環境とし
ての干潟域の修復を行うものである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】直上水の栄養塩濃度（総リン濃度（ＴＰ）、総窒素濃度（ＴＮ））の経日変化を
示す図である。
【図２】直上水の水質（水素イオン濃度（ｐＨ）、溶存酸素量（ＤＯ）及び酸化還元電位
（ＯＲＰ）の経日変化を示す図である。
【図３】間隙水の溶存態総窒素分（ＤＴＮ）の経日変化を示す図である。
【図４】試験開始時と試験終了時における底質の全窒素含有量（ＴＮ）及び全有機炭素含
有量（ＴＯＣ）を示す図である。
【符号の説明】
【００３６】
Ｓ　砂のみを使用する例
Ｋ　クリンカ多孔質粒のみを使用する例
ＳＫ　砂とクリンカ多孔質粒の混合物を使用する例
１２／３　１２月３日
１２／６　１２月６日
１２／９　１２月９日
１２／１７　１２月１７日
１／２１　１月２１日
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